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お知らせ　I N F O R M A T I O N

　日時　　場所　　内容　　料金　　講師　　対象

　定員　　申込み　　問い合わせ先

時 場 内 料 講 対

定 申 問

平成 29 年度自衛官等を募集します
福島募集案内所　☎024-545-7995問

応募種目 募集人員 資格 受付期間 試験期間 待遇・その他

幹部候補生

一般

大
卒
程
度

※ 1 22 歳以上 26 歳未満の者

3 月 1 日～ 5 月 5 日

1 次：5 月 13 日・14 日
2 次：6 月 13 日～ 16 日 入隊後約 1 年で 3 等陸・海・空尉

院
卒
者

※ 1 20 歳以上 28 歳未満の者

歯科・
薬剤科

※ 1
専門の大卒（見込含）20 歳以上 30
歳未満の者（薬剤科は 20 歳以上 28
歳未満の者）

1 次 5 月 13 日
2 次：6 月 13 日～ 16 日

歯科は入隊後約 6 週間で 2 等陸・
海・空尉
薬剤科は入隊後約 1 年で 2 等陸・
海・空尉

歯科・歯科幹部 ※ 1 医師・歯科医師の免許取得者
① 2 月 1 日～ 4 月 21 日
② 10 月 2 日～ 10 月 31 日
※ 2

① 5 月 12 日
② 11 月 22 日

2 等陸・海・空尉で採用（経験年
数などにより異なる）

技術海上幹部
技術航空幹部

※ 1 大卒 38 歳未満の者 4 月 21 日～ 5 月 26 日 6 月 26 日 1 等海・空尉～ 2 等海・空尉で採
用（経験年数などにより異なる）

技術海曹
技術空曹

※ 1 20 歳以上の者で国家免許資格取得
者など 4 月 21 日～ 5 月 26 日 6 月 23 日 3 等海曹または 2 等海・空曹で採

用（免許資格、年齢などにより異なる）

航空学生 ※ 1

海：18 歳以上 23 歳未満の者
空：18 歳以上 21 歳未満の者

（いずれも高卒者（見込含）または高専
3 年次修了者（見込含））

7 月 1 日～ 9 月 8 日

1 次：9 月 18 日
2 次：10 月 17 日～ 22 日
3 次：11 月 18 日～ 12 月
21 日

入隊後約 6 年で 3 等海・空尉

一般曹候補生 ※ 1 18 歳以上 27 歳未満の者 7 月 1 日～ 9 月 8 日 1 次：9 月 16 ～ 9 月 18 日
2 次：10 月 5 ～ 10 月 11 日

入隊後約 2 年 9 か月経過以降選
考により 3 等陸・海・空曹

自衛官
候補生

男子 ※ 1
18 歳以上 27 歳未満の者 年間を通じて行っています 受付時にお知らせします※ 3

女子 ※ 1

防衛大学校
学生

推薦 ※ 1

18 歳以上 21 歳未満の者
高卒者（見込含）または高専 3 年次
修了者（見込含）で成績優秀かつ生
徒会活動などに顕著な実績を修め、学
校長が推薦できる者

9 月 5 日～ 9 月 7 日
9 月 23・24 日

修学年限 4 年
卒業後約 1 年で 3 等陸・海・空尉

総合
選抜

※ 1
18 歳以上 21 歳未満の者（自衛官は
23 歳未満）
高卒者（見込含）または高専 3 年次
修了者（見込含）

1 次：9 月 23 日
2 次：10 月 28・29 日

一般
（前期）

※ 1 9 月 5 日～ 9 月 29 日 1 次：11 月 4・5 日
2 次：12 月 5 ～ 9 日

一般
（後期）

※ 1 30 年 1 月 20 日～
1 月 26 日

1 次：30 年 2 月 17 日
2 次：30 年 3 月 9 日

防衛医科大学校医学
科学生

※ 1
18 歳以上 21 歳未満の者
高卒者（見込含）または高専 3 年次
修了者（見込含）

9 月 5 日～ 9 月 29 日 1 次：10 月 28・29 日
2 次：12 月 13 ～ 15 日

修学年限 6 年
医師免許取得後、
2 等陸・海・空尉

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）
※ 1

18 歳以上 21 歳未満の者
高卒者（見込含）または高専 3 年次
修了者（見込含）

9 月 5 日～ 9 月 29 日 1 次：10 月 14 日
2 次：11 月 25・26 日

修学年限 4 年
看護師免許取得後
卒業後約 1 年で 3 等陸・海・空尉

陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

推薦 参考（28 年度）約 60 人
男子で中卒（見込含）17 歳未満の
成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な
実績を修め、学校長が推薦できる者

11 月 1 日～ 12 月 1 日 30 年 1 月 6 日～ 8 日
※いずれか 1 日を指定されます 修学年限 3 年

卒業後は陸士長
卒業後約 1 年で 3 等陸曹

一般 参考（28 年度）約 60 人 男子で中卒（見込含）17 歳未満の
者

11 月 1 日～
30 年 1 月 9 日

1 次：30 年 1 月 20 日
2 次：30 年 2 月 1 日～ 4 日

貸費学生 技術 ※ 1

大学の理学部、工学部※ 6 の３・
４年次または大学院（専門職大学院
を除く）修士課程在学（正規の修業
年限を終わる年の 4 月 1 日現在で 26
歳未満（大学院修士課程在学者は
28 歳未満））

11 月 1 日～
30 年 1 月 9 日 30 年 1 月 27 日 4 月分から正規の修業年限を終わる

月まで毎月 54,000 円貸与

予備
自衛官補

一般 陸　約 1,400 人 18 歳以上 34 歳未満の者
① 12 月 22 日～ 4 月 7 日
② 7 月 1 日～ 9 月 15 日
※ 2

① 4 月 14 日～ 4 月 18 日
② 9 月 30 日～ 10 月 3 日

階級は指定しない
教育訓練招集手当：日額 7,900 円
所定の教育訓練修了後、予備自
衛官として任用

技能 陸　約 200 人
海　約 20 人

18 歳以上で国家免許資格等を有する
者（資格により 53 歳未満～ 55 歳未
満の者）

※ 1　募集人員については、決定次第、自衛官募集ホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。
※ 2　第 1回で採用予定数を採用した場合、第 2回は実施しない場合があります。
※ 3　平成 30年 3月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予定者のための採用試験は、9月 16日以降に行います。
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ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される人は、市役所秘書広報課へお申し込みください。
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　I N F O R M A T I O N　お知らせ

心
の
健
康
づ
く
り
事
業
「
こ
こ
ろ
の
相
談
室
」

　

専
門
家
（
臨
床
心
理
士
）
が
、
心
の
悩
み
、

不
安
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

３
月
15
日
（
水
）
①
午
後
１
時
か
ら　

②
午

後
２
時
か
ら　

③
午
後
３
時
か
ら

　

え
ぽ
か

　
　
　

完
全
予
約
制
で
す
の
で
、
事
前
に
電
話

な
ど
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

保
健
課　

健
康
増
進
係
（
え
ぽ
か
内
）

☎
63-

２
７
８
０

福

祉

臨
時
福
祉
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

　

消
費
税
引
き
上
げ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た

め
、
所
得
の
少
な
い
人
に
対
し
て
、「
臨
時
福

祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

基
準
日
（
平
成
28
年
１
月
１
日
）
に
、
本
宮

市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
平
成
28
年
度
の
市
民

税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人

※
た
だ
し
①
市
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ

て
い
る
人
の
扶
養
家
族
②
生
活
保
護
受
給
者
な

ど
は
対
象
外
で
す
。

　

１
人
に
つ
き
１
５
，
０
０
０
円
を
ご
指
定
の

金
融
機
関
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

　

申
請
書
の
提
出
か
ら
振
込
ま
で
１
カ
月
半
程

度
か
か
り
ま
す
。

　

３
月
13
日
（
月
）
か
ら
７
月
31
日
（
月
）
ま
で

①
社
会
福
祉
課
ま
た
は
白
沢
総
合
支
所
市
民
福

祉
課
の
窓
口
で
申
請　

②
郵
送
に
よ
る
申
請

※
３
月
中
旬
に
対
象
者
と
見
込
ま
れ
る
人
に
、

申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

社
会
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎
24-

５
３
７
１

子
育
て
・
教
育

問

問

時

時場

料 対

申
高齢者虐待防止にご協力を

　高齢化が進む中、社会全体で高齢者への虐待が増加しています。高
齢者が地域で安心して生活できるよう高齢者虐待を防止し、支援して
いく必要があります。高齢者への虐待は大きく５つに分けられます。

１．身体的虐待
高齢者にケガをさせる、またはケガをさせるような暴行を加えること
（例：たたく・つねる・殴る・蹴る・やけどを負わせる・ベッドに縛り付けるなど）
２．介護・世話の放棄や放任
ごはんを用意しなかったり、身の回りの世話の長時間の放置など、高
齢者の養護を著しく怠ること（例：髪が伸び放題・皮膚が汚れている・空
腹状態が続いていたり、脱水症状や栄養失調にあるなど）　
３．心理的虐待
暴言や拒絶的な対応など、高齢者に著しい心の傷を与える言動を行うこと 
（例：排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる、怒鳴る、ののしる、子
ども扱いするなど）
４．性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為
をさせること（例：懲罰的に下半身を裸にして放置するなど）
５．経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分するなど、高齢者から不当に財産上の利益
を得ること（例：必要なお金を渡さない、使わせない、本人の年金・預貯金
などを本人の意思・利益に反して使用するなど）
このような事例のある場合ご相談ください。

本宮第1地域包括支援センター（本宮市本宮・高木）☎ 24-6220
本宮第 2地域包括支援センター（青田・荒井・仁井田・岩根・関下）☎ 34-3344
白沢地域包括支援センター（和田・糠沢・白岩・長屋・稲沢・松沢）☎ 24-5131

問

「もしかして」  あなたが救う 小さな手
虐待を受けたと思われる
子どもがいたら。

出産や子育てで気になる
ことがあったら。

子育て支援サービスを
利用したいと思ったら。

全国共通ダイヤル

１８９（いちはやく）
24時間、児童相談所につながります

　虐待を受けたと思われる子どもを
見つけたときや、ご自身が出産や子
育てに悩んだときは、児童相談所や
市役所子ども福祉課の窓口へ連絡し
てください。

▼
問 子ども福祉課内

家庭児童相談室☎24-5376


